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プラスチックごみ問題について 

 
 
 
１．プラスチックごみ問題とは 

 
   日本のプラスチックごみに対する課題としては、マイクロプラスチックや漂着ごみ

などの海洋プラスチックによる環境汚染、中国をはじめとしたアジア諸国における廃

プラスチックの輸入規制等がある。 
 

また、プラスチックは枯渇性資源である石油を原料としているため、ワンウェイの 
容器包装の削減によるリデュースやバイオプラスチックの実用性向上などを推進する 
必要がある。 

 
海外では、欧州委員会が、EU プラスチック戦略において、プラスチックリサイクル

の経済性と品質の向上やプラスチック廃棄物と海洋ごみ量の削減などを発表し、国連

の持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」では、2030
年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を目標として定めるなど、従来

の天然資源を利用し、製品を製造し、使用・廃棄する経済から、使用・廃棄された後

に極力資源として循環させていく循環型の経済にシフトする動きが国際的に活発化し

ている。 
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２．海洋プラスチックごみ問題について 

 
海洋プラスチックごみ問題は、従来から認識されていた問題であるが、2016 年 1 月

のダボス会議に合せて発表された報告書において、海洋に流出しているプラスチック

ごみの量が、世界全体で少なくとも年間 800 万トンあり、このまま何の対策もとらな

ければ、2050年には世界全体の魚の重量を上回ると警鐘が鳴らされたことで注目され、

国際的な関心が一層高まっている。 
 
海洋プラスチックごみの中でも漂着ごみについては、生態系を含めた海洋環境への

影響、船舶航行の障害、環境・漁業への影響、沿岸域居住環境への影響などが問題視

されている。 
 
また、最近では、直径 5 ㎜以下の微細なプラスチック粒子である「マイクロプラス

チック」による影響が懸念されている。 
 

マイクロプラスチックによる海洋汚染は、世界各国で観測されており、日本近海で

も広がっている。環境省の調査によると日本近海に浮遊するマイクロプラスチックの

量は、世界平均の 27 倍であり、日本の周辺海域はマイクロプラスチックのホットスポ

ットであると報告されている。 
 

このため、マイクロプラスチックを含むプラスチックの海洋への流出状況や、人・

生態系への影響について詳細な実態を把握するとともに、陸域でのプラスチック資源

循環の推進やポイ捨て・不法投棄の撲滅を徹底した上で、清掃活動を含めた陸域での

廃棄物適正処理、マイクロプラスチック流出抑制対策、海洋ごみの回収処理などを着

実に進めていくことが重要である。 
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※出典：プラスチックを取り巻く国内外の状況＜参考資料集＞ （環境省） 
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３．中国の廃プラスチック輸入禁止措置 

 
  2017 年 7 月、中国政府は、「地域によっては依然として発展を重視し、環境保護を

軽視する思想が存在し、企業によっては利益獲得のために向こう見ずな行為を行って

おり、海外ごみの違法輸入問題は幾度禁止しても絶えることがなく、人民大衆の身体

健康と我が国の生態環境の安全に対して厳重な危害をもたらしている」という認識の

下、2019 年末までに固体廃棄物の輸入を段階的に停止することとし、2017 年末まで

に生活由来の廃プラスチック、仕分けられていない紙ごみ、紡績ごみ、金属くずなど

の輸入を禁止することを発表し、同年 12 月末に禁輸措置が施行された。 
 
  これにより、中国への廃プラスチックの輸出量が激減した結果、東南アジア諸国が

その受け皿となり、タイ、ベトナム、マレーシアなどへの輸出量が増大したが、短期

間で大量のプラスチックごみが輸入されたため、自国内にプラスチックごみが滞留し、

東南アジア諸国でもプラスチックごみの輸入に制限をかける国が出てきた。 
 

  有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約である、バーゼル

条約においても、令和元年 5 月に汚れたプラスチックごみを条約の規制対象とするこ

とが決定された。 

 
  なお、中国の廃プラスチック輸入禁止措置を受け、国から市町村に対し、焼却施設

等で緊急避難措置として廃プラスチック類の受入処理を要請する旨通知があったが、

市川市では、廃プラスチック類等の産業廃棄物は、事業者に排出責任・処理責任が有

るのが原則と考えていること、松戸市クリーンセンター建替えに伴い松戸市からごみ

を受け入れるため、余力がないことから、廃プラスチック類の受け入れは行わない計

画である。 
 
＜日本のプラスチックくずの輸出量＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※出典：プラスチックを取り巻く国内外の状況＜参考資料集＞ （環境省） 
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４．プラスチック資源循環戦略 

 
   資源・廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化、アジア各国による廃

棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応するため、３Ｒ＋Renewable（再生可能資源へ

の代替）を基本原則としたプラスチックの資源循環を総合的に推進するための戦略 
「プラスチック資源循環戦略」が 2019 年 5 月 31 日に策定された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※出典：プラスチック資源循環戦略の概要（環境省） 



6 
 

（参考資料） 

 

○一般廃棄物のプラスチックと産業廃棄物のプラスチックの処理の流れについて 

 
 
 廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一般廃棄物と産業廃棄物と

に分けられており、各々適正に処理しなければならないと定められている。 
 
 さらに、「市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例」では、一般廃棄物

を家庭廃棄物と事業系一般廃棄物に分けている。 
 家庭廃棄物については、市が適正に処理し、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物について

は、事業者が自らの責任において処理をすることとなっている。 
 

市川市における家庭廃棄物の容器包装プラスチック類については、全て国内のみで資源

循環処理を行っており、中国の廃プラスチック輸入禁止措置による直接的な影響はない。 

 

 

○市川市の家庭廃棄物の容器包装プラスチック処理の流れ 
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○産業廃棄物の廃プラスチック処理の流れ（例） 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃プラスチック（例） 
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